
 

資料５

 

 消費者事故対応に関する「消費者の視点からの調査・審議」の在り方について（案） 

 

１．趣旨 

「消費者行政推進基本計画」（平成 20 年 6 月 27 日閣議決定）においては、①消

費者庁が司令塔機能を発揮すべきこと、②消費者庁に有識者からなる機関である消

費者政策委員会を設置し、同委員会が、消費者被害の防止に係る対応等を消費者の

視点から調査・審議することとする等の方向性が決められている。 

こうしたスキームが十分に実効性を挙げることができるようにするためには、消

費者事故対応に関する「消費者の視点からの調査・審議」の在り方について、消費

者庁発足に先立って、知見を集積しておくことが望まれる。 

こうしたことから、国民生活審議会消費者政策部会消費者安全に関する検討委員

会において、以下の通り、消費者事故に関する「消費者の視点からの調査・審議」

の在り方について検討することとする。 

 

２．主な審議事項 

（１）「消費者の視点からの調査・審議」の基本的視点 

・リスク分析に基づいたリスク管理、リスク・コミュニケーションの在り方等 

・事故情報公表の迅速性と正確性の両立等 

・事故における事業者の取組の促進 

・事故において事業者が入り組んでいる場合（製造者、設置者、管理者等）の責 

任関係の明確化等 

（２）最近の重大な消費者事故の調査・審議により抽出できる事項 

 

３．検討の進め方 

（１）３つのＷＧの設置 

食品、製品、施設設備の３分野について、最近事案を例として具体的に検討い

ただくＷＧを設置。各ＷＧをそれぞれ２回程度開催した後、本検討委員会におい

て全体的な視点から検討いただく。 

（２）緊急事案への対応 

本委員会活動期間中に緊急・重大な消費者事故が発生することが考えられるが、

その政府対応についても、適宜のタイミングで検討いただく。 

（３）利益相反への対応 

最近事案を検討する際、個別具体の製品や事業者と特定の委員との間に一定の

関係性があるような疑義を生じさせることのないよう運営上十分注意する。 
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